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1.当面の協議会の進め方等について



保健師等チーム協議会における協議事項の反映等について

① 災害時における保健師等チームの広域応援派遣の体制整備に係る事項
② 災害時における保健師等チームの役割、活動及び運用に係る事項
③ 保健師等チームの人材育成に係る事項
④ 保健師等チームと保健師等チーム以外の保健医療福祉活動チーム及び

DHEAT等の関係のあり方に係る事項
⑤ その他必要な事項

大規模災害の発生に備え、被災都道府県及び被災市区町村に対する迅速な支
援・協力体制を確立するため、災害時における保健師等チームの広域応援派
遣の運用及び災害時の保健師等チームの活動等について協議する場として、
全国災害時保健師等チーム協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

２．協議事項

１．設置目的

• 災害時の保健師等チーム広域応援派遣調整要領の改正
（健康課長通知、令和7年9月19日改正）

• 研修素材（eラーニング等）の作成、反映 等

• 保健師等チーム協議

会単独で協議ができ

ない事項については、

DHEAT及び他の保

健医療福祉活動チー

ムの協議会や厚生科

学課等と連携

必要に応じて

• 協議にあたって必要

な根拠データの収集

や高度な知見の集積

を要する事項につい

ては、厚生労働科学

研究や地域保健総合

推進事業等の活用を

想定

協議のプロセス等

協議結果の施策化
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令和８年度に目標とする保健師等チーム協議会の成果とスケジュール案

• 令和８年度は、協議会における議論の結果を踏まえ、現在の派遣要領の内容を拡大し、保健師等チームの基本

的な活動方針である「災害時の保健師等チーム活動要領」（健康課長通知）を策定するための方向性をとりま

とめる。

※ 令和９年度以降は、「災害時の保健師等チーム活動要領」の具体的な内容を推進するための方策等を検討。

◆ 令和８年度の目標とする成果

◆ 活動要領のイメージ

●災害時の保健師等チーム広域応援派遣調整要領
（健康課長通知、令和７年９月１９日改正）

●災害時の保健師等チーム活動要領
（健康課長通知、令和８年度中）

1. 応援派遣調整の概要
2. 応援派遣の枠組
3. 災害発生時における対応
4. 費用と補償

【内容】

1. 保健師等チームの活動の概要（派遣調整を含む）
2. 活動の枠組（派遣調整を含む）
3. 災害発生時における対応
4. 費用と補償
・ 別紙として具体の活動内容（DHEAT活動ハンドブックに相当する
内容）も一定程度含めるか

【内容】

協議会での
議論等

※DHEATは「活動要領（課長通知）、DHEAT活動ハンドブック（科研）に基づき活動

◆ 令和８年度における保健師等チーム協議会のスケジュール案

• 活動要領策定においては、DHEAT等との連携・役割分担等に関する議論が必要であるため、令和８年
度においては、協議会を２～３回程度開催する。

• 必要時、個別に議論をまとめるワーキンググループを２回程度開催する（保健師を中心に、協議会構
成員の意見をまとめる等想定）。

※全国DHEAT協議会地方ブロックDHEAT協議会のような地域ブロック単位の協議は、今後保健師等チーム協議会の成熟にあわせ検討する。
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２ .協議事項について



２ .協議事項について

1) 意見交換会での主な意見等

２）１）を踏まえた協議事項案

（１）被害想定の標準モデルに応じた調整方法等の対応

（２）保健師等チームの役割の再整理

（３）被災者情報などの共有と活用

（４）人材育成

３）協議事項の論点



２）（１）被害想定の標準モデルに応じた派遣調整

方法等の対応



想定されている大規模地震

【出典】 内閣府ホームページ

（１）被害想定の標準モデルに応じた対応
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標準モデル設計（案）

被災地
被害想定

派遣調整の方法
保健師等チームの役割・機能

（イメージ）
割当方法 派遣元

大規模地震
（南トラ、首都直下等）

【国で調整】
事前割当
※形式的には被災地からの要
請を得る

被災地以外の全国

複数都道府県が
被災

【国で調整】
被災都道府県からの応援要請
→応援派遣可否の照会
→マッチング
（従来通り）

①近隣都道府県・ブ
ロック内
②全国

地域に限局した
被災

【被災都道府県で調整】
• 被災市区町村以外の管内市

区町村へ応援派遣要請
• 相互応援協定締結自治体へ

の応援派遣要請
（従来通り）

①管内市区町村
②相互応援協定締結自
治体

（１）被害想定の標準モデルに応じた対応

マネジメント支援

直接的支援
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◼ 標準モデルに応じた派遣調整の方法（案） ※赤字の部分が要検討



南海トラフ、首都直下の最大震度想定

最大震度
最大震度地域を含む市町村数

南海トラフ※１ 都心南部直下地震※２

震度７※３
例：輪島市、志賀町

153 １

震度６強※３
例：七尾市、珠洲市、穴水町、能登町

232 68

震度６弱※３
例：中能登町

289 118

南海トラフ地震では、最大震度７を含む市町村に各１チームも派遣できない可能性

※１ 南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会>報告書について>３．計算結果集>市町村別一覧表から保健指導室にて作成 https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/kento_wg/pdf/ichiran.pdf

※２ 内閣府防災情報のページ首都直下地震モデル・被害想定手法検討会（令和６～７年）報告書 https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/higaisotei/pdf/r7houkokusho3-1.pdf

※３ 石川県ホームページ 令和6年能登半島地震対策検証報告書（本文）https://www.pref.ishikawa.lg.jp/bousai/bousai_g/bousaikaigi/20241028/documents/01_houkokusyo_honpen.pdf

石川能登半島地震時の最大派遣数：70チーム程度

（１）被害想定の標準モデルに応じた対応
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◼ 南海トラフ地震、都心南部首都直下地震の被害想定に基づく最大震度別市町村数

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/kento_wg/pdf/ichiran.pdf


令和６年能登半島地震における保健師等応援派遣の実績

※保健師以外：事務職員・運転手、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、管理栄養士 等

派遣先 期間
派遣元

都道府県数

派遣者延べ人数

保健師 保健師以外 
※

合計

石川県 1/6 ～5/30 42 9,434 6,055 15,489

◼ 応援派遣された保健師等チームの推移
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（１）被害想定の標準モデルに応じた対応
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＜総務省＞応急対策職員派遣制度①

【出典】 総務省ホームページ＞地方公共団体からの応援職員の派遣（短期）＞ 1 応急対策職員派遣制度による被災市区町村への応援職員派遣

https://www.soumu.go.jp/main_content/000857951.pdf
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000857951.pdf


＜総務省＞応急対策職員派遣制度②

【出典】 総務省ホームページ＞地方公共団体からの応援職員の派遣（短期）＞ 1 応急対策職員派遣制度による被災市区町村への応援職員派遣

https://www.soumu.go.jp/main_content/000857951.pdf
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000857951.pdf


＜総務省＞南海トラフ地震における応急対策職員派遣制度アクションプラン
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＜総務省＞首都直下地震発生時の応援職員派遣に係るアクションプラン策定
のためのワーキンググループ（第3回）
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＜総務省＞首都直下地震発生時の応援職員派遣に係るアクションプラン策定
のためのワーキンググループ（第3回）

【出典】 首都直下地震発生時の応援職員派遣に係るアクションプラン策定のためのワーキンググループ（第3回）2026年2月16日 資料１ 16



総務省と厚生労働省による派遣先の情報共有について
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総務省および厚生労働省では、対口支援団体及び保健師等チームの派遣先について、相互に情報共有を行うこととし

ている。

第４章 被災市区町村が行う災害対応業務を支援するための応援職員の派遣

第１節 被災地域ブロック内を中心とした地方公共団体による応援職員の派遣（第１段階支援）

（第１段階支援に関するその他の事項）

第12条

４ 対口支援団体の派遣先については、決定後、速やかに確保調整本部から関係省庁に情報共有するものとする

注）「第２段階支援に関するその他の事項」「追加の対口支援に関するその他の事項」にも同様の規定あり。

３．災害発生時（有事）における対応

（１）応援派遣に係る調整

ウ 厚生労働省の対応

（オ）総務省をはじめとする関係機関に対し、応援派遣に係る調整について情報提供を行う

応急対策職員派遣制度に関する要綱

災害時の保健師等チーム広域応援派遣調整要領



２）（２）保健師等チームの役割の再整理

※複数都道府県が被災した場合を想定した役割



役割の明確化（行政支援と直接支援の定義の整理）

保健（医療）福祉に係る行政支援の中の一つとして、被災市町村保健師支援がある。保健師等チームは直接支援を円

滑に行うこと等を目的に、被災市町村保健師支援を行うかどうか。

【対象】被災市町村の保健（医療）福祉部門
【内容】
・保健医療福祉調整本部機能の支援
・災害時保健活動が円滑に行われるための体制支援
・被災自治体の行政サービスが平時に戻るための支援（ロードマップ作
成などの支援方向性の検討・可視化）等

【対象】住民
【内容】

・保健師等チームが現場（避難
所・居宅等）に出向いて行う
被災者の健康管理

・健康管理のための他資源との
調整、活動記録、情報収集、
ミーティング参加等

（２）保健師等チームの役割の再整理

【対象】被災市町村保健師
【内容】
・被災市町村の統括保健師の支援
・被災市町村の保健師が行う災害時保健（医療）福祉活動の支援 等
※統括保健師の立ち位置（統括保健師の有無、配属、職位、調整本部
メンバーに入っているか否か等）によって統括保健師支援の範囲は
異る

◼ 保健活動にかかる直接支援と行政支援の定義の整理（案）

その他の保健医療福祉活動支援チーム

による活動
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被災市町村保健師支援

保健（医療）福祉活動に係る行政支援

• 避難所等巡回体制の構築・管理・調整
• 保健師等チームの避難所巡回体制の構築・管理・調整

直接支援



保健師等チームの役割（イメージ）

本来、被災市町村支援は保健所の役割であり、保健所総マネ等が被災市町村統括保健師を支援する整理となる。
• 保健所による被災市町村支援は、DHEAT支援も得て対応。
• 被災市町村における災害時時保健活動のとりまとめは、保健師等チームによる被災市町村保健師支援にて対応。

被災市町村保健所

DHEAT

リエゾン

保健師等

情報収集、支援

統括保健師

保健師等

保健師等

チーム 避難所

本庁

保健師等

チーム

在宅避難等

保健師等

チーム保健師等チームのとりまとめ機能

災害時保健活動マネジメントの支援

災害時保健活動マネジメント

総合的なマネジメント

を担う保健師

保健医療福祉調整

地域本部 保健医療福祉調整本部機能

地域

（本部長：保健所長）

（２）保健師等チームの役割の再整理

連携、支援
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D H E ATによる市町村支援ーD HE AT活動ハンドブック（第2版）より抜粋ー

ポイント

• 発災後、速やかに市町村保健衛生部門の状況を把握し、保健所ー市町村間の連携体制を確立しましょう。

• 被災者に最も近い立場である市町村保健衛生部門の本部機能を支えるこ とが重要です。必要に応じて、DHEATが

リエゾンとして市町村へ入り、支援を行いましょう。

• 市町村統括保健師は、市町村における保健医療福祉活動の要です。市町村統括保健師に負担がかかりすぎないよ

う、統括保健師を補佐し、情報の整理分析、支援チームの受援や対策会議の運営等を積極的に支援します。

【本部体制の確立】

【対策会議の開催】

【通常業務の再開】

市町村における本部運営活動支援（一部抜粋）

市町村における被害情報や避難所情報等は市町村対策本部に集約され、対応方針や支援の要請等が決定されます。そのため、市町村対

策本部と保健衛生部門の連携がとれていることが重要です。保健衛生部門の組織体制、指揮命令系統、市町村対策本部や他部署との連

携、情報の流れ等を確認し、本部体制の確立を支援します。

市町村の保健衛生部門の担当者が、保健所で定期的に開催される対策会議に 参加することが一般的ですが、市町村における災害の規模

が大きく、多くの支援チームが活動している場合は、市町村レベルで対策会議を開催することが有効です。この場合、市町村保健師等の業務

負担が大きくなりますので、保健所 もしくDHEAT会議運営の支援を行います。

業務の再開にあたっては、ロードマップの作成が効果的です。（略）ロードマップ作成の際には、災害対策本部の動きを踏まえ、災害対応業

務については予測される健康課題とそれに対する支援活動を検討する、通常業務については業務項目ごとに休止や再開の判断を行い、全

体像を把握すること、支援チームの撤退を見越したマンパワーをもとに作成するこ と等がポイントです。

【出典】 DHEAT活動ハンドブック（第2版）P47 21



役割の明確化（複数チームのとりまとめ）

発動する条件 複数の保健師等チームが同一市町村に入った場合（同一市町村に２、３チームが応援に入る想定）

指定方法 管轄保健所と被災市町村が協議して指定

指定の際に
考慮する点

• フェーズ２の初期から同一市町村に応援派遣かつ長期間応援派遣を行う自治体が望ましい
• 「保健所設置市で構成されたチーム」もしくは「都道府県と市町村で構成された混合チーム」が望ましい
• これまでの自然災害において他都道府県からの受援経験がある自治体が望ましい

主な役割
保健師等チームとして活動しながら、各保健師等チームのとりまとめ（各保健師等チームから報告を受ける、連絡事

項の共有）を行い、被災市町村保健師とのパイプ役となる

（２）保健師等チームの役割の再整理
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応急仮設住宅（要支援者訪問）

みなし仮設住宅（ローラー調査）

みなし仮設住宅（要支援者訪問）

避難所移動の調整（意向調査等）

健康教育等の企画や媒体作成

職員の健康管理

市町通常業務支援

その他

＜令和６年能登半島地震＞現地での保健師等チームの主な活動

⚫現地での保健師等チームの活動は、避難所の健康支援、在宅訪問（ローラー）調査、在宅要支援者の健康支援が多かった。

⚫市町村における受援体制や保健活動のマネジメント機能に関する活動も一部で実施された。

（％）

（n=42※）

市町村における

受援体制や保健活動の

マネジメント機能

に関する活動

【出典】令和６年度厚労科研「災害時における地域保健活動を推進する体制整備に関する研究」（研究代表者 国立保健医療科学院 奥田博子）より提供（速報値）

※厚生労働省調整による保健師等

チーム派遣都道府県

◼ 現地での保健師等チームの主な活動〔複数回答〕

被災市町村保健師の業務範囲

での支援を実施（調整本部の

立ち上げはやってない）

（２）保健師等チームの役割の再整理
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フェーズに応じた保健師等チームの活動

24

※地震編、風水害・噴火災害編共通

保健師等チームの主な活動時期

• 保健師等チームは主にフェーズ２から活動を

開始する。

• フェーズ３には、他の保健医療福祉活動チー

ムの撤退に伴い、「保健師等チーム」と「こ

ころのケアチーム」が主の支援チームとなる。

• フェーズ４に移行すると、保健師等チームか

ら「保健師等の中長期派遣」、「保健師等の

新たな雇用」に切り替わる。

（２）保健師等チームの役割の再整理

【出典】災害時の保健活動推進マニュアル（日本公衆衛生協会/全国保健師長会）



能登半島地震における保健医療福祉活動チームの推移

チーム・隊・班等による集計 + 応急仮設住宅・避難者数

（２）保健師等チームの役割の再整理
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出典：厚生労働省令和６年石川県能登地方を震源とする地震による被害状況等について（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37198.html）基に保健指導室にて作成。

※チーム数は報告時点の数を基に作成しており、数値の解釈にあたっては留意を要する。

日本看護協会ＨＰ令和６年能登半島地震関連情報（https://www.nurse.or.jp/nursing/kikikanri/noto2024/index.html）を基に保健指導室にて作成。

石川県ＨＰ令和6年（2024年）能登半島地震に関する情報（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-taisakuhonbu.html#fukkou）を基に保健指導室にて作成。



能登半島地震における保健医療福祉活動チームの推移

人数による集計 + 避難者数・応急仮設住宅入居者数

（２）保健師等チームの役割の再整理
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出典：厚生労働省令和６年石川県能登地方を震源とする地震による被害状況等について（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37198.html）基に保健指導室にて作成。

※各支援チームの派遣者数は報告時点の数を基に作成しており、数値の解釈にあたっては留意を要する。

日本看護協会ＨＰ令和６年能登半島地震関連情報（https://www.nurse.or.jp/nursing/kikikanri/noto2024/index.html）を基に保健指導室にて作成。

石川県ＨＰ令和6年（2024年）能登半島地震に関する情報（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-taisakuhonbu.html#fukkou）を基に保健指導室にて作成。



総務省における被災地方公共団体に対する人的支援の取組
（総務省等による中長期の職員派遣制度）

【出典】 総務省HP「総務省における被災地方公共団体
に対する人的支援の取組

（２）保健師等チームの役割の再整理
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リエゾン保健師による保健・医療・福祉関係の派遣職員等の
活動終了に向けた調整（ロードマップの作成支援）について（広島県の事例）

広島県災害時公衆衛生活動マニュアル（保健師編）において、リエゾン保健師の活動内容として、保健・医療・福祉関係の派遣

職員等の活動終了に向けての調整（ロードマップの作成支援）が示されており、県（保健所）保健師が、被災した管内市町村の

災害支援及び通常業務の再開に向けた中長期的な伴走支援をすることが位置付けられている。

• 各保健所が管轄する市町への派遣を想定。

• 被災市町に配置し、被災市町からの情報収集や保健活動拠点となる市町保健センター等と現地保健医療福祉調整本部（保健所に設

置）との連絡調整、被災市町の統括的役割をもつ保健師を支援し、特に市町における保健師の指揮調整業務への支援を行う。

リエゾン保健師

リエゾン保健師の主な活動内容（一部抜粋）

フェーズ０ 初動体制の確立

（発災から 2 4時間以内）

フェーズ１ 緊急対策

（発災から 7 2時間以内）

フェーズ２ 応急対策

（概ね４日目から１、２週間まで）

・災害・危機管理モードへの業務体制

を変更するための助言

・職員が情報共有できるための環境整

備

・情報収集と災害の規模を想定した、

公衆衛生活動の方針決定を支援

・被災者の健康管理に必要な物品の準

備確認

・応援派遣保健師の要請に係る意思決

定支援

・保健医療福祉活動チーム要請の調整

・派遣受け入れに向けた環境調整、情

報提供と情報整理

・避難所支援及び家庭訪問支援等の検

討

・被災市町の負担軽減に向けた配慮

・保健医療福祉活動チームの活動調整及び情報収集、

還元

・避難所支援から家庭訪問への支援内容変更に向けて

の調整、準備

・応援派遣者・職員の健康管理

・避難所支援及び家庭訪問支援等の検討

・保健・医療・福祉関係の派遣職員等の活動終了に向

けての調整（ロードマップの作成支援）

広島県災害時公衆衛生活動マニュアル（保健師編）（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/268/manual-hokenshi07.html）を基に保健指導室にて作成

(２ )保健師等チームの役割の再整理
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２）（３）被災者情報などの共有と活用



情報共有と活用：新総合デジタルシステム（SO BO - W E B）

D24H、SOBOWEBとか入れる？

出典：内閣府ホームぺージ

(３ )被災者情報等の共有と活用
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情報共有と活用：新総合デジタルシステム（SO BO - W E B）

出典：内閣府ホームぺージ

(３ )被災者情報等の共有と活用
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○ 災害における保健・医療・福祉に関する厚生労働省個別システム及び新総合防災情報システム（SOBO-WEB）と情報連携
し、保健・医療・福祉に関する情報と他省庁の情報（浸水域・道路啓開情報等の災害情報）を迅速・リアルタイムに集約。

○ 集約した情報を整理・分析するとともに、これらの情報を一元的に地図上で可視化可能。

⇒ 保健医療福祉調整本部における迅速かつ効果的な意思決定（保健医療福祉活動チームの派遣、物資支援等）を支援

D24H
（災害時保健医療福祉活動支援システム）

災
害
発
生
（
被
災
地
）

①各種被災情報の集約（情報連携）

②被害予測分析・シミュレーション

保健医療福祉に関する
厚生労働省個別システム 保健医療福祉調整

本部における迅速か
つ効率的な意思決
定等を支援（例）

医療施設等情報 EMIS

福祉施設等情報
災害時情報
共有システム

保健所情報
保健所現状
報告システム

他省庁等
各災害情報システム

内閣府防災
（各省庁からの
集約情報）

新総合防災
情報システム
（SOBO-WEB）

国交省情報（道
路・河川）・農
水省情報（ため
池情報）等

他省庁関係
システムほか

【例】AＩ機能を活用し、ある時点から一

定期間までの被害予測を算出し、患者の

需要予測による病床の逼迫具合等を予

測

□ 各種保健医療福祉活動
チームによる支援先
（避難所等）への巡回支
援の実施
⇒派遣先、派遣チーム
の種類・数の決定

□ 各種保健医療福祉活動
チームの派遣要請
⇒とるべき対策の種類、
量を算出し、必要
チームを算出

□ 避難所生活環境を評価
し、とるべき対策を決定
⇒トイレ、食事、パーティ
ション・簡易ベッド、入
浴の確保・改善等

等

・保健医療福祉に関する個別システム

・他省庁等災害情報システム

③情報の可視化

集約・分析した情報をマッピング（地図

化）し、関係者へ共有（提供）

集約

提供

入力

活用

避難所情報 D24H Survey

集約

令和7年度当初予算案：33.5百万円（基礎的運用）、令和6年度補正予算：17.2百万円（能登半島地震での教訓を踏まえたシステム改修）

災害時保健福祉医療活動支援システム（D24H）による災害時の支援（全体図）
令和7年度保健師中央会議

行 政 説 明 資 料 １(３ )被災者情報等の共有と活用
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集約

共有

被災者台帳のイメージ
令 和 7年 度 健 康 危 機 に お け る
保 健 活 動 推 進 会 議 資料１

令 和 ７ 年 1 2 月 2 日
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被災者台帳の作成と個人情報の取扱い

市町村が保有する情報
住民基本台帳
要配慮者情報
避難行動要支援者情報

等

他の地方公共団体が
保有する情報

支援の実施状況
等

戸別訪問等により
市町村以外の民間主体が

入手した情報
保健・医療・福祉の状況
支援の状況 等

【市町村長】被災者台帳の作成（平時から十分な準備を）

作成のイメージ

利用及び提供のイメージ

【市町村長】台帳情報

内部から集める 求めて集める 求めて集める

本人同意なしで利用
災対法§９０の３①

原則、本人同意のうえ利用
個人情報保護法法§１７，２７①

※様式は「別添３」を参考

本人同意なしで利用
災対法§９０の３④

本人同意なしで利用
災対法§９０の４①二

市町村内部での
台帳情報の利用

支援漏れの防止
二重支給の防止
重複調査の防止 等

本人同意なしで利用
災対法§９０の４①三

災対法施行規則§８条の６①に
基づく申請が必要
申請書の様式はは「別添４」を参考

原則、本人同意のうえ利用
※登録被災者援護協力団体に対しては
本人同意なしで提供可
災対法§９０の４①四他の地方公共団体への

台帳情報の提供
被災者への手厚い支援

等

他の民間団体への
台帳情報の提供

見守り相談支援
等

本人

支援団体への提供について
本人同意があればスムーズ

令 和 7年 度 健 康 危 機 に お け る
保 健 活 動 推 進 会 議 資料１

令 和 ７ 年 1 2 月 2 日
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被災者に関する標準的なヒアリングシートの
積極的な活用について（通知）

令 和 7年 度 健 康 危 機 に お け る
保 健 活 動 推 進 会 議 資料１

令 和 ７ 年 1 2 月 2 日
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標準的なヒアリングシート（被災者健康相談票）の活用

これまで、避難所等における個別の健康相談の記録については、「健康相談票」（災害時の保健活動推進マニュアル）の活用を

お願いしてきたところですが、今般、内閣府と検討を進め、被災者台帳と健康相談票の共通項目を整理し、共通項目を被災者台

帳のデータベース等に入力することで、関係者間で共有できる仕組みとしたことから、今後は標準的なヒアリングシート（被災

者健康相談票）を積極的に活用いただきたい。

• 本様式に記入した内容は速やかに「被災者台帳」のデータベース等に入力すること

• 「被災者台帳」のデータベース等に入力された情報は、本人の同意がなくとも、市

町村内部での利用や、他の地方公共団体や登録被災者援護協力団体に提供が可能

被災者健康相談票（共通様式）

被災者健康相談票（保健師等様式）
• 本様式に記入した内容は「被災

者台帳」のデータベース等に入

力する必要はない

• ただし、本様式に記入した情報

は、本人同意があった提供先に

のみ提供が可能

「被災者台帳を活用した被災者支援

の積極的な実施について」

（府政防第1092号令和7年7月8日

内閣府政策統括官（防災担当）付参

事官（避難支援担当））

被災者台帳の活用については、

以下の通知を参照

＜参考＞「被災者に関する標準的なヒアリングシートの積極的な活用について」
（事務連絡令和7年10月15日 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難支援担当）厚生労働省健康・生活衛生局健康課長）

(３ )被災者情報等の共有と活用
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２）（４）人材育成



災害時の保健活動に関する研修

実施主体
作成主体

内容【研修対象】

国（厚生労働省）
（公衆衛生協会）

●健康危機に関するに関する研修（健康危機における保健活動推進会議）

【全保健師】

●【ミニマムエッセンス】災害時保健活動研修eラーニング（R6作成）【全保健師】

●【厚労省eラン】マネジメント能力向上eラーニング（R6 -7作成)【全保健師】

●保健所災害対応研修（統括DHEAT研修）【主に統括保健師】

●保健所災害対応研修（DHEAT基礎編）【全保健師】

国立保健医療

科学院

●保健所災害対応研修（DHEAT標準編）

⚫公衆衛生看護研修 【統括保健師】

※ 研修プログラムの中に健康危機対応を含む

その他
●災害時保健活動遂行能力向上のためのトレーニング教材

eラーニング（2021科研）【全保健師】

自治体

●各自治体にて実施している研修

※ 都道府県、保健所、市町村ごとの実施

※ 都道府県、保健所、市町村が共同して実施

災害時の保健活動に関する研修は、自治体の各研修を基本としている。

(４ ) 人材育成
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（参考） 災害時の保健師等活動に関する研修班
              災害時の保健活動 B a s i c S e r i e s  （ e - l e a r n i n g ） の構成ー すべての応援者 (４ )人材育成

39

＊１．ミニマム・エッセンス を最初に視聴することをお勧めします。

１．災害時の保健師等広域応援派遣前に確認したいこと ミニマム・エッセンス （２９分） （R６雨宮先生作
成）

２．災害時の保健師等広域応援派遣前に確認したいこと 各論

２-１ 保健師等チームが担う“現場を機能させる支援” （10分） （R7班会議作成）

・活動の場所、内容、留意点、具体事例

２-２ フェーズ０-１（概ね発災後72時間以内）における保健活動（ミニマム・エッセンス：スライド30）

・1班の役割

２-３ フェーズ２（避難所対策が中心の時期）における保健活動（ミニマム・エッセンス：スライド30） （９分）
（R7班会議作成）

・避難所での支援と報告・引継ぎ、自助、共助の醸成など

2-4 フェーズ３における保健活動（ミニマム・エッセンス：スライド30）

３．中長期派遣における保健活動

・受援側の意識、応援側の意識

４．保健師等広域応援派遣活動を効果的の行うためのロジスティックス等

・チーム内の役割分担、持ち物、体調管理など
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災害時保健師活動と保健師等チーム活動の関係性の整理（イメージ）

人材育成体制の構築に当たっては、被災地における災害時の保健活動と保健師等チームの活動の両者を射程に入れる必要がある。

災害時の保健活動（被災地） 保健師等チーム活動（応援）
統括保健師

実務保健師

• ミニマムエッセンス
• 避難所等における健康観察

• 避難所等における他支援チームとの連携

• フェーズの変化に対応した活動

• トリアージ、救護

マネジメント支援

• 災害時保健活動体制（保健師配置等）の構築

• 調整会議等への参加を通じた情報収集と情報共有

• 保健師等チームの要請判断、受入体制構築（受援）

• フェーズに応じた保健活動の企画と持続的対応

• 応援派遣の判断、体制構築

• 被災地等からの情報収集

• 派遣した保健師等チームへの後方支援

【機能】
• 被災市町村の保健活動や受援マネジメント

の支援
• 複数チームのとりまとめ

(４ )人材育成
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３) 協議事項の論点



協議事項の論点

• 以下の項目についてお示しした方向性についてご意見をいただきたい。（今後、詳細について
議論を継続する）

１ 被害想定の標準モデルに応じた対応

• 被害想定の標準モデルに対応して保健師等チームの派遣方式を整理することについてどう考えるか。
• 大規模地震においては、事前割当（総務省の対口支援チームの派遣先に合わせる）ことについてどう考えるか。
• DHEATの派遣方式であるブロック内での調整や、DHEATと保健師等チームのどちらの派遣を優先するか、

DHEATと保健師等チームを同じ被災地に派遣する等の派遣調整についてどう考えるか。

２ 保健師等チームの役割の再整理

• 従来の役割である直接支援と行政支援の定義を整理した上で、保健師等チームはどこまで行政支援を担うのか。
• 保健師等チームの派遣の終了時の役割（地域移行支援）についてどう考えるか。地域移行支援を行う場合は、ど
のような体制（後方支援体制、人材育成等）が必要か。

３ 被災者情報等の共有と活用

• 厚生科学課の仕切りの元で厚労省及び内閣府のシステムの活用を進めることでいかがか。
• どのように活用するかも検討が必要ではないか。

４ 人材育成

• 保健師等チームの役割を整理した上で、役割毎の育成のあり方を検討することについてどう考えるか

42



協議事項案

５ その他

• 保健師等チーム協議会の議論の透明性、他協議会等との連携をどう担保するか。

① 協議会の議論の透明性確保、情報発信のために、資料及び議事概要を公表することとしてはどうか（機微に触れ
る内容等は非公表とする）。

② 協議事項２「保健師等チームの役割の再整理」など、DHEATとの連携・役割分担が重要となる事項が含まれる
ため、必要時、DHEAT協議会と保健師等チーム協議会を合同開催するなど、両協議会の連携の具体的な進め
方についてどう考えるか。

• 自治体における保健師等チームの準備状況等に関する基礎調査やヒアリングの必要性についてどう考えるか。
（科研以外）

保健師等チームの準備状況等に関する調査については、地域保健総合推進事業やシステム訓練アンケート等を
活用することとしてはどうか。
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